
高齢者の障がい者控除対象者認定書お達者健康講座
　障がい者手帳などの交付を受けていない人であっても、65
歳以上で、寝たきりや認知症の状態が一定の基準に該当し、「身
体障がい者、または、知的障がい者に準ずる」と認められる
ときは、所得税や住民税の障がい者控除を受けることができ
ます。
　確定申告などで、この控除の適用を受けようとするときは、
町が発行する「障がい者控除対象者認定書」が必要になります。
［手 続 き］�高齢介護課へ申請書をご提出ください。後日審査

のうえ証明書を発行します。
［認定方法］�基準日（令和元年12月31日）より以前で、直近

の要介護認定の記録による審査などを行い認定し
ます。

■�以下のいずれかに該当する人は、申請する必要はありません。
　・すでに身体障がい者手帳などの交付を受けている人
　・障がい者控除前で、すでに非課税の人
　・�過去にこの認定を受けたことがある人（ただし、障がい
事由に変更がない場合に限ります）

◆問合せ
　高齢介護課　☎98-5538

　毎日３食食べていますか？
　高齢になると飲み込みづらくなったり、消化機能
が落ちやすかったりと、栄養や水分が充分にとれて
いない場合があります。これからも元気に過ごすた
めに「低栄養」を予防する食生活について考えてみ
ませんか？
お気軽にご参加ください。
［と　き］�１月28日（火）�

①午後１時～１時50分�
②午後２時～２時50分

［ところ］�①町立総合福祉センター２階�
②町立総合福祉センター１階

［内　容］講話「低栄養を予防しましょう！」
※午後１時からと午後２時からの内容は同じです。

［参加費］無料
※総合福祉センター送迎バスをご利用ください。
◆問合せ　地域包括支援センター（高齢介護課）�
　　　　　☎98-5538�
　　　　　健康増進課　☎98-5520

有償ボランティアとして活動してみませんか？

介護予防パートナー養成講座

　住み慣れた地域で暮らし続けるためには、誰かの助け、支援が必要となってきます。
　介護保険サービスは必要ない人でも、ちょっとした困りごとは出てきます。
　それを支える活動の一つに有償ボランティアがあります。
　「もう年だから、人の世話など無理。お世話してもらう方だ。」と思われる人も多いかと思いますが、すべてがそうで
はないはずです。
　高齢になってもできること、高齢者だから分かること、その力を一人ひとりが出し合って、
困った時はお互い様で、あなたができることをしてみませんか。
　ご自身の生きがいづくり、健康づくり・介護予防・認知症予防にも役立ちます。
　太子町では下記の３団体で活動できます。
　関心のある人はお問い合わせください。

団体名 所在地 問合せ
寿喜菜の会（暮らしの困りごとサポーター） 春日1733 ☎98-4140
プラスワンサービス 社会福祉協議会内 ☎98-1311
ＮＰＯ法人太子たすけあいコスモス 山田77番地 ☎98-3699

　みんなが元気に年齢を重ねれば、超高齢化でも大丈夫。早いうちから、介護予防効果のある『体操』を毎日の生活の
中で自然と無理なく取り組む「介護予防パートナー」として知識と技術を習得し、町内で活動を一緒に始めませんか。
ご自身の健康維持や生きがいづくりにもつながります！

と　き 内容（予定）
１日目 １月30日（木）　午前10時～正午 オリエンテーション、講話、実技
２日目 ２月�３�日（月）　午後１時～３時 講話、おもしろ体力測定
３日目 ２月12日（水）　午後１時～５時 講話、クミニクス、修了式

※開催場所など詳しくは、お申込み頂いた人にご連絡します。
［募集人数］10人
［持 ち 物］筆記用具、飲み物
［受 講 料］無料
　◆申込・問合せ　社会福祉協議会　☎98-1311
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介護保険料の社会保険料控除
　平成31年（令和元年）中に納められた介護保険料は、平成31年（令和元年）分の確定申告の際、所得税や住民税の「社会保
険料の所得控除」が受けられます。確定申告の際に、提示、または、添付する証明書は表のとおりです。
※平成31年（令和元年）中に、特別徴収と普通徴収の両方で納めて頂いた人は、それぞれの証明書を併せてご利用ください。

　◆問合せ　高齢介護課　☎98-5538

介護保険などの費用と医療費控除
　介護保険のサービスを利用した場合で、医療費控除の対象となるものの概要は以下のとおりです。
なお、介護予防サービスも同様の区分となります。
□施設サービス

□居宅サービスなど

◎介護保険サービス以外の医療費控除

　◆問合せ　高齢介護課　☎98-5538　 富田林税務署　☎24-3281

支 払 い
方 　 法

●特別徴収の人 ●普通徴収の人

（年金で納めて頂いた人） （納付書で直接金融機関などの窓口で納めて頂いた人、ま
たは、口座振替で納めて頂いた人）

証 明 書 の
発　　 行

◦�日本年金機構などの年金保険者から「源泉徴収票」がハガキ
で通知されます。
◦�障がい年金・遺族年金から介護保険料が特別徴収されていた
人は、太子町から「納付済額通知書」を発行しますので、高
齢介護課へお申し出ください。

太子町から「介護保険料納付額通知書」を送付します。

問 合 せ 先 日本年金機構などの年金保険者 高齢介護課

施設の種類 医療費控除の対象
①指定介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） ◦介護費、居住費及び食費の自己負担額の２分の１
②介護老人保健施設 ◦介護費、居住費及び食費の自己負担額

◦診療や治療を受けるために必要な特別室（個室など）の使用料③指定介護療養型医療施設

※日常生活費、特別な居室、または、特別な食事に係る利用料などは対象になりません。

○医療費控除の対象サービス 医療費控除の対象
◦訪問看護　◦訪問リハビリテーション
◦居宅療養管理指導（医師などによる管理・指導） ◦サービス費の自己負担額

◦通所リハビリテーション（医療機関でのデイサービス） ◦サービス費及び食費の自己負担額
◦短期入所療養介護（ショートステイ） ◦サービス費、滞在費及び食費の自己負担額

○居宅サービス計画などに基づき、上記のサービスと併用した場合のみ医療費控除の対
象となるサービス 医療費控除の対象

◦訪問介護（生活援助が中心である場合は除く）　◦訪問入浴介護
◦通所介護　◦認知症対応型通所介護　◦短期入所生活介護 ◦サービス費の自己負担額

●注意事項
※医療費控除を受けるためには、サービス事業者などが発行する「医療費控除の対象となる金額」が記載された領収証が必要です。
※高額介護サービス費・高額医療合算介護サービス費などによる払い戻しを受けている場合は、その払い戻された金額 ( ①の自己負担額に
対するものは２分の１相当 )を医療費から差し引いて、医療費控除の金額を計算します。

医療費控除の対象 要　　　件

おむつ代の
自己負担額

◦�６か月以上寝たきりの人のおむつ代で、主治医が発行した「おむつ使用証明書」があれば医療費控除の対象となり
ます。

◦�おむつ代に係る医療費控除を受けるのが２年目以降で、要介護認定に係る主治医意見書の記載内容が、「おむつ使
用証明書」の代わりと認められる場合、高齢介護課で発行する証明書を使って医療費控除の申告をすることができ
ます。

　太子町高齢者情報局は、「高齢者の暮らしに必要な情報や
太子町からのお知らせを提供します。
　皆さん、いかがお過ごしですか。
　今回は、『介護保険料の社会保険料控除』『介護保険などの
費用と医療費控除』『お達者健康講座』『高齢者の障がい者控
除対象者認定書』『有償ボランティアとして活動してみませ
んか？』『介護予防パートナー養成講座』をお届けします。

令 和 2 年 1 月 号
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子育て応援ナビ

　おひさまひろば「ぷらす」では、楽しいイベントを行っ
ています。

［と　き］ １月24日（金）�
午前９時45分～11時30分

［ところ］町立幼稚園２階　遊戯室
［持ち物］水筒（お茶）、タオル、着替え
［内　容］お正月の遊び
※�保護者、お子さんともに動きやすい服装でお越しくだ
さい。
※予約は不要です。
◆申込・問合せ　子育て支援課　☎98-5596

　こんぺいとう広場では、松の木保育園、やわらぎ幼稚
園で園庭開放を行っています。

［と　き］ ○松の木保育園　　１月14日（火）�
○やわらぎ幼稚園　１月15日（水）�
　開放時間：午前９時45分～11時

［対　象］１歳～４歳未満のお子さんと保護者
［内　容］各園へお問い合わせください。
※着替え、水筒（お茶）、タオルなどをお持ちください。
※おもちゃ、お菓子は持ってこないでください。
※予約不要。
※車での来園はご遠慮ください。
◆問合せ　松の木保育園　　☎98-2882
　　　　　やわらぎ幼稚園　☎98-1402
　　　　　子育て支援課　　☎98-5596

33こんぺいとう広場

すこやかホール開放

おひさまひろば「ぷらす」

　おひさまひろばは、子どもを安心して遊ばせたり、様々
な人と情報交換したり、「たまにはほっと一息つきたい」
「ちょっと悩みを聞いてほしい」そんな声にお応えする場
所です。
　子育てをしているお母さん、お父さん、おばあちゃん、
おじいちゃん、お子さんと一緒に遊びに来てください。

［と　き］ １月10日、17日、24日、31日　�
毎金曜日�
午前９時45分～午後４時

［ところ］町立幼稚園２階　おひさまひろば
［対　象］未就園児と保護者
※生後２か月頃から参加可能です（乳児ベット有）。
※予約は不要です。開放時間内にお越しください。
※�正午からのランチタイムには、お持ち頂いた昼食を食
べることが出来ます。

◆問合せ　子育て支援課　☎98-5596

　みんなで遊べるようホールを開放しています。
　相談・身体測定をご希望の人は母子手帳をお持ち頂き、
受付時間内にお越しください。

［と　き］ １月８日（水）、22日（水）�
午前９時30分～11時30分�
受付：午前９時30分～10時30分

［ところ］町立保健センター２階　すこやかホール
［対　象］就園前までのお子さんと保護者
◆問合せ　子育て支援課　☎98-5596

おひさまひろば

赤ちゃんのスキンケア講座

　スキンケアは、赤ちゃんの湿疹や皮
膚炎の予防にとても大切です。
　スキンケアによって皮膚のバリア機
能を保つことで、アレルゲンの侵入を
防ぐことができます。
　健康な皮膚のバリア機能を保つため
に、正しいスキンケアを学んでみませ
んか？
　この講座は、赤ちゃん会の開催中に
行います。

［と　き］ １月15日（水）�
午前10時30分～11時30分

［ところ］町立保健センター
［対　象］１歳半までのお子さん
［参加費］無料
［持ち物］バスタオル・さ湯・お茶など
［申　込］不要
※�相談・計測をご希望の人の受付は９
時30分～10時です。講座のみ受講し

たい場合は午前10時30分にお越しく
ださい。
※�きょうだい児のご参加はご遠慮くだ
さい。

◆問合せ　健康増進課　☎98-5520

乳幼児の MR（麻しん・風しん）
混合ワクチンの接種

　麻しん風しん混合ワクチン（MRワ
クチン）は、麻しんウイルス、風しん
ウイルスを弱毒化し、一つの製剤にし
た混合生ワクチンです。１回の接種で
90～95％以上の人が免疫を得ることが
できます。確実に免疫をつけるために
は２回の接種が必要とされています。
　対象の人につきましては、接種漏れ
のないよう、早めに予防接種を受ける
ようお願いします。

［対　象］ １期：１歳～２歳未満�
２期：小学校就学前の１年間

［費　用］無料
［ところ］富田林医師会実施医療機関
※�予約が必要な場合もありますので、
事前に医療機関へご連絡ください。

◆問合せ　健康増進課　☎98-5520

ひとり親家庭などの出張相談窓口

　ひとり親家庭の皆さんに対して、就業
や生活、子育てなどについての相談や情
報提供などの支援を行うため、専任職員
による出張相談窓口を開設します。
　また、富田林子ども家庭センターで
は随時、母子・父子自立支援員が面接、
または、電話で相談に応じています。

［と　き］ １月６日（月）�
午後２時～４時

［ところ］役場１階庁舎　相談室２
◆問合せ　富田林子ども家庭センター
　　　　　生活福祉課　　☎25-1131
　　　　　子育て支援課　☎98-5596
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人権コーナー
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ラ
ス
に
い
る
ん
じ
ゃ
ね
」

と
言
い
放
つ
あ
る
生
徒
の
セ
リ
フ
が
、
見

る
者
の
心
を
刺
す
。
こ
の
後
、
映
像
は
、

教
室
や
登
下
校
な
ど
の
日
常
を
背
景
に
、

同
級
生
の
中
に
「
当
事
者
」
が
い
る
の
で

は
な
い
か
と
い
う
状
況
の
中
で
、
様
々
な

生
徒
た
ち
が
疑
心
暗
鬼
に
な
り
、
葛
藤
す

る
表
情
を
映
し
出
す
。
ク
ラ
ス
の
生
徒
た

ち
の
変
化
を
、「
周
囲
の
人
々
」
の
視
点

か
ら
、
相
互
に
交
錯
し
つ
つ
、
鮮
や
か
に

描
い
て
い
る
の
だ
。

　

映
画
の
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
は
「
た
だ
、

あ
な
た
を
守
り
た
か
っ
た
」
だ
。
果
た
し

て
、
こ
の
声
は
、
誰
に
届
け
よ
う
と
し
て

い
る
の
か
。「
カ
ラ
ン
コ
エ
の
花
」
と
い

う
タ
イ
ト
ル
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
だ

ろ
う
。
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
な
が
ら
、
映

画
の
本
編
を
見
て
い
た
だ
け
た
ら

と
思
う
。

南河内男女共同参画社会研究会　講演会
心の歌コンサート～あなたはあなたのままで
そこに咲いてください～
　令和元年11月22日（金）、町立万葉ホールで、歌手の山本か
ずみさんによる、男女共同参画社会をテーマにしたトーク＆コ
ンサートが行われました。
　この講演会は、河南町、千早赤阪村、太子町が共同で実施し
ているもので、令和元年は太子町で行われました。
　歌手として活躍されながら、
母として経験した子育てのお
話と素敵な歌声に、約150人
の参加者はみんな熱心に聞き
入っていました。

映画「めぐみ」上映会

　大阪府では、拉致被害者の一日も早い帰国をめざし、拉致問
題に関する府民の認識と理解を深めるとともに、世論を高める
ため、映画「めぐみ」上映会などを行います。

［と　き］１月26日（日）　午後１時30分～３時
［ところ］ ピースおおさか（公益財団法人大阪国際平和センター）
［内　容］ 映画「めぐみ―引き裂かれた家族の30年」、政府取

組み報告、啓発パネル展
［参加費］無料
◆問合せ
　大阪市市民局ダイバーシティ推進室　℡06-6208-7619
　大阪府府民文化部人権局人権企画課　℡06-6210-9280

　４月17日に任期満了となる町長の選挙の日程について、次
のように決定しました。

［告 示 日］４月７日（火）　　
［選挙期日］４月12日（日）　　
［期日前投票期間］４月８日（水）～11日（土）

●立候補者予定者説明会
［と　き］２月20日（木）　午後２時～
［ところ］まちづくり観光交流センター１階　研修室
◆問合せ
　選挙管理委員会事務局（住民人権課）☎98-5515

町 長 選 挙 の 日 程

カランコエの花　 大阪教育大学　神村　早織人権コラム「よき日へ」

　人権コーナー「気づく」では、人権に関する様々な問題や啓発推進
情報をお知らせします。
　小さなことでもまず気づくことが、お互いを尊重し、一人ひとりが豊
かに生きることができる社会につながる。「気づく」には、そんな願いが
込められています。

気づく
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を必要経費の基準と考えてきました。再編案の場合、
経費から収益を差し引くと、実質的な経費（表のなか
の「小計」）は1,750万円になりますので、想定してい
た1,000万円＋αにほぼ収まっていると言えます。一
方、Ａ案は2,730万円、Ｂ案は2,120万円と、収益を
考慮すると、再編案との差はさらに広がります。
　なお、福祉を重視するという考えから、高齢者のか
たの外出を支援するために、70歳以上のかた（太子町
在住：登録が必要です）に対して、１回の利用につき
100円の割引チケットを発行します（当面は回数制限
を行いません）。その経費として、年間650万円を見
込んでいますので、最終的な経費（表のなかの「合計」）
は、再編案で2,400万円、Ａ案で3,380万円、Ｂ案で
2,770万円となります。

● 公共交通空白・不便地域を解消するために、支線交
通を維持する必要がある
　平成29年度に策定した「太子町地域公共交通基本計
画」では、聖和台・磯長台地区および畑・山田地区が
「公共交通空白・不便地域」と位置付けられ、この解
消を第一の目的として、地域公共交通のありかたにつ
いて検討してきました。このようななか、聖和台・磯
長台地区については、金剛自動車が太子中央線に新規
路線を開設することになり（大変有難いことです）、
公共交通空白・不便地域の解消に向けて、あと一歩の
ところまで漕ぎつけました。
　一方、畑・山田地区については、金剛自動車が朝・昼・
夕に数本、上ノ太子駅までの直行便を検討していると
ころですが、基本は太子町が運行する支線交通が畑・
山田地区の地域公共交通です。したがって、畑・山田
地区の公共交通空白・不便地域を解消するには、支線
交通を成立・維持していかなければなりません。
　さきほど、再編案が最も費用面で効率的であること
を説明しましたが、それに加え、支線交通の利用者数
（回数）がどの程度見込めるのかという点も重要な視
点です。支線交通は「実証運行対象路線」であるため、
実証運行後、本格運行に移行するかどうかの判断を必
ず行います。当然ながら、いわゆる「空気を運んでいる」
ような利用状況では、本格運行に移行できず、畑・山
田地区のＱＯＬ（生活の質）は向上するに至りません。

��そこで、１日あたりの支線交通利用回数（あくまで
も推定値です）について、再編案とＡ案およびＢ案を
比較すると、再編案は35回、Ａ案は13回、Ｂ案は17
回となります。本格運行に移行し、支線交通を維持し
ていくという観点から見ても、再編案が最も望ましい
運行体系であると言えます。

● 公共交通を利用することが困難な（できない）人は
「福祉の移動サービス」でフォローする
　前のページでも書きました通り、再編案の基本方針
は、公共交通を利用できる人は公共交通（金剛バスお
よび支線交通）を利用し、主に身体的な理由で公共交
通を利用することが困難な（できない）人は「福祉の
移動サービス」を利用する、というものです。
　この方針に対して、行きたいところにこれまでのよ
うに行けない人が多数出てくるのではないかという意
見が多く出されましたが、公共交通を利用することが
困難な（できない）人に対しては、すでに健康福祉部
のスタッフが一人ずつ丁寧な聞き取りを始め、そのか
たに合った「福祉の移動サービス」を案内していると
ころです。当然ながら、福祉施策としての移動サービ
スが後退するようなことがあってはなりません。万全
の体制をもって、公共交通を利用することが困難な（で
きない）人は「福祉の移動サービス」でフォローして
いきたいと考えています。

　第３回太子町地域公共交通会議において、以上の４
点を総合的に判断しましたところ、原案である「再編
案」が最も望ましいという結論に至りました。したがっ
て、現在の総合福祉センターバスと予約型乗合ワゴン
は2020（令和２）年５月末をもって一旦停止し、太子
町が運行する支線交通（総合福祉センター⇔太子町役
場⇔畑・山田地区）の実証運行を６月から実施します。
　もちろん、実証運行は「実験」ですから、結果次第
によっては、総合福祉センターバスや予約型乗合ワゴ
ンが再開する可能性もありますし、さらにより良い地
域公共交通を検討しなければならないこともあります。
　地域公共交通に「完成形」はありません。みなさん
の生活の変化に合わせて、常に見直しながら、地域住
民・太子町・金剛自動車が連携して育てていくもので
す。引き続き、ご協力をよろしくお願いいたします。

※�運行計画に関する詳細な情報については、次号で取
り上げます。

■�本稿は、太子町地域公共交通会議会長（大阪産業大
学経済学部・大学院経済学研究科教授）の小川雅司
氏が執筆したものである

再編案 Ａ案 Ｂ案
経費 1,950万円 2,800万円 2,200万円
収益 200万円 70万円 80万円
（小計） 1,750万円 2,730万円 2.120万円
お出かけ支援 650万円 650万円 650万円
合計 2,400万円 3,380万円 2,770万円

注）お出かけ支援の対象者は70歳以上として算出
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 �
●第３回太子町地域公共交通会議を開催しました
　2019年度第３回太子町地域公共交通会議が12月25
日（水）の10時から12時まで、万葉ホールで開催され
ました。当日の議事は以下の通りです。今回の第３回
太子町地域公共交通会議では、地区説明会やその他で
出された意見をもとに、地域公共交通再編（修正）案
について話し合い、具体的な運行計画（案）について
審議しました。

1）�地域公共交通再編（修正）案【地域公共交通
運行計画（案）】について

2）その他

　地区説明会やその他において、総合福祉センターバ
スおよび予約型乗合ワゴンの継続を望む声が多く出さ
れましたので、再編すべき理由をいくつかの根拠資料
をもとに再検討しました。

●地域公共交通を再編するための基本的な考えかた
　7月号にも掲載しました通り、太子町地域公共交通
網形成計画の基本方針（３：持続可能な地域公共交通
を構築する）および目標達成のための施策（目標１：
誰もが利用できる地域公共交通網の形成）に基づき、
総合福祉センターバスと予約型乗合ワゴンを再編する
基本的な考えかたを以下のように設定しました。
　これまでは、予約型乗合ワゴンのように、「年齢」
を基準にして区別していましたが、今回は、公共交通
を利用できる、利用が困難（できない）という新たな
基準を設定しました。つまり、公共交通を利用できる
人は公共交通を利用し、主に身体的な理由で公共交通
を利用することが困難な（できない）人は「福祉の移
動サービス」を利用する、という考えかたが基本とな
ります。

●金剛自動車との連携・協力は不可欠である
　太子町地域公共交通網形成計画の基本方針や推進体
制にもありますように、交通事業者である金剛自動車
との連携は不可欠です。第２回地域公共交通会議では
支線交通を商業施設（ラムー＆カインズ）まで延伸す
べきではないかという意見が出されましたが、前号で
も説明しました通り、地域公共交通の改善には、金剛
自動車との連携・協力は不可欠であり、金剛自動車と
の競合は避けなくてはなりません。ましてや今回、金
剛自動車は、太子中央線に新規路線を設定するほか、

畑・山田地区と上ノ太子駅の間の直行便も検討してい
ます。金剛自動車も競合を避けたいとの意見を持って
いますし、国土交通省からも「民業圧迫」となるよう
な路線設定は望ましくないとの指導を受けています。
　この考えかたは、総合福祉センターバスと予約型乗
合ワゴンの再編とも関係します。太子中央線での新規
路線を含め、金剛自動車が運行する路線は総合福祉セ
ンターバスや予約型乗合ワゴンと競合する部分が少な
くありません。また、支線交通の運賃を無料にすべき
という意見も根強くありますが、これは上記の考えと
「イコールフッティング（競争条件の平等化）」の観点
から望ましくありません。７月号でも説明しました通
り、地域公共交通を持続していくためには、競争条件
を平等にする必要があります。行政が運行するバスを
無料にすることで、民間のバス会社がサービス水準（運
賃や運行頻度など）を低下または撤退せざるを得なく
なってしまっては、それこそ「本末転倒」です。
　なお、基幹交通（金剛自動車）の商業施設への延伸
については、前号で説明しました通り、周辺交差点の
形状改良や信号機の設置など、課題が多いのが現状で
す。今回の運行計画では、旧ローソンのあたりに新規
のバス停を設置し、利用状況を見ながら、基幹交通の
延伸などについて金剛自動車も含めて検討することに
しています。

●再編案は費用面で最も効率的である
　下表をみれば一目瞭然、総合福祉センターバスと予
約型乗合ワゴンを継続しながら支線交通を新たに運行
する場合（ここでは「Ａ案」と呼びます）と比較して、
再編案は費用面で効率的です。再編案の経費が年間
1,950万円であるのに対し、Ａ案の経費は2,800万円
と、およそ1,000万円の差があります。
　また、総合福祉センターバスのみを継続し、支線交
通を新たに運行する場合（ここでは「Ｂ案」と呼びます）
も検討したところ、Ｂ案の経費は2,200万円と、再編
案と近似した金額になっています。
　しかしながら、支線交通は有料で運行しますので、
一定の収益があります。再編案は、利用者をできるだ
けまとめて効率的に運行するため、Ａ案やＢ案よりも
収益が多くなり、年間200万円の収益が見込まれます。
　地域公共交通会議を開始した当初から、地域公共交
通を検討するにあたり、現在の総合福祉センターバス
と予約型乗合ワゴンの運行経費である1,000万円＋α
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※�会場などの都合により、本年から交流
会は行いません。
お詫びと訂正
　広報太子１２月号「太子町成人式」（２７
ページ）で下記のとおり誤りがありまし
た。お詫びし訂正させて頂きます。
【誤】令和元年 １月１３日（月・祝）
【正】令和 ２年 １月１３日（月・祝）
◆問合せ　生涯学習課　☎９８－５５３４

　
花の文化園　１月イベント

■�幼児・小中学生花の絵画展（イベント
ホール展示）
　 １ 月 ５ 日（日）～ ２月 ２日（日）　
　２0１9年度「花の文化園幼児・小中学生
花の絵画展」で入賞・入選した作品を展
示します。
　入選作品１40点を対象に、来園された
人の投票で花の文化園賞（３0点）を決定
します。
［投票期間］
１ 月 ５ 日（日）～ １月１9日（日）
■ １月の見頃の花のご紹介
　 １ 月下旬まで：ロウバイ
　 ２ 月末まで：二ホンズイセン
　 １ 月上旬：ドンベア、フブキバナ
　 １ 月上旬～下旬：�ラケナリア、チュー

リップ、クリスマス
ローズ・ニゲル、ツ
バキ

　 １ 月下旬：アマゾンユリ
■花の文化園
　 �１ 月の開園時間：午前１0時～午後 4時
（入園は閉園の １時間前まで）
　 １ 月の入園料（改定前）：大人３4 0 円
　高校生１4 0 円　中学生以下無料
◆問合せ
　大阪府立花の文化園
　☎6３-８7３９

ろについて、世界遺産登録に携わった専
門家から講演をして頂きます。ぜひ、ご
参加ください。
［と　き］�２ 月 ６ 日（木）�

午後 ２時～ 4時
［ところ］�富田林市きらめき創造館 ２階�

グループ活動室
［対　象］�講座に参加できる人（他府県

からの参加もできます）
［内　容］�世界遺産登録百舌鳥・古市古

墳群を見に行こう！
［講　師］�藤井寺市政策企画部世界遺産

登録推進室長�
山田　幸弘　氏

［定　員］�１00人（応募者多数の場合は抽
選）

［受講料］�無料
［申　込］�１ 月１５日（水）必着�

往復ハガキ、または、Ｅメー
ルで、住所、郵便番号、氏名（フ
リガナ）、年齢、電話番号と返
信用宛先を明記し、お申込み
ください。一通で ２人まで申
込みできます。２人申込みの場
合は、それぞれの住所、郵便
番号、氏名、年齢、電話番号
を明記してください。

［申込先］�〒５８4－８５１１　富田林市常盤町
１６番１１号　富田林市教育委員
会生涯学習課「ふみんネット
南河内２0１9」係�
Eメール s-gaku@city.
tondabayashi.lg.jp

※�申込み時にお預かりした個人情報は、
適正に管理し、本事業の円滑な遂行以
外の目的には使用しません。
◆問合せ
　�富田林市教育委員会生涯学習部
　生涯学習課
　☎２6－８０５6

　
太子町成人式

［と　き］�１ 月１３日（月・祝）�
受付：午前 9時３0分～�
開式：午前１0時～

［ところ］�町立万葉ホール
［対　象］�平成１１年 4 月 ２ 日～平成１２年

4 月 １ 日に生まれた人
※�該当者には１１月中旬にハガキで通知し
ていますが、通知が届いていない場合
はご連絡ください。

催　　し催　　し

　
クラウンショー

　太子町人権協会子どもの人権を守る部
会主催のクラウンショーを行います。
　とにかく楽しい、ワクワクがギュッと
詰まったステージショーです。
　ジャグリング・マジック・パントマイ
ム・バルーンアートにサーカス芸などの、
クラウンたちが披露する様々な得意技に
注目です！
　参加費は無料ですので、どなたでもお
気軽にご参加ください。
［と　き］�２ 月 １ 日（土）�

午後 ２時～�
開場：午後 １時３0分

［ところ］�町立万葉ホール

◆問合せ
　住民人権課　☎９８－５５１５

　
太子町消防出初式

［と　き］�１ 月１１日（土）
　　　　　一斉放水（春日新池）
　　　　　午前 ８時１５分～
　　　　　式　　典（町立万葉ホール）
　　　　　午前 9時～
◆問合せ　危機管理課　☎９８－５５２５

　

おおさかふみんネット南河
内生涯学習広域講座

～世界遺産百舌鳥・古市古墳群を見に行
こう！～参加者募集
　大阪府・市町村生涯学習ネットワーク
会議南河内ブロック（南河内の 9市町村
で構成）では、本年 ７月 ６日に世界遺産
登録された百舌鳥・古市古墳群の見どこ

お詫びと訂正
　広報太子令和元年１２月号掲載の、
災害義援金の協力記事（１4ページ）
に誤りがありました。
　訂正させて頂くとともに、関係者
のみなさまにご迷惑をおかけしまし
たことを深くお詫び申し上げます。
【誤】富田林ロータリークラブ
【正】太子ロータリークラブ
◆問合せ　福祉課　☎98-5519
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し、理解できなければその場で判断せ
ず、周囲の人に相談するなどして、十
分に検討しましょう。
・�困ったときは、ご相談ください。
◆問合せ　富田林市消費生活センター
　☎２５－１０００

健康保険健康保険

　

国民健康保険料・後期高齢者
医療保険料納付済額通知書

確定申告などにご利用ください
　平成３１年（令和元年）中の国民健康保
険料と後期高齢者医療保険料の納付額を
お知らせする『納付済額通知書』を １月
下旬に発送する予定です。
　『納付済額通知書』には、平成３１年 １
月から令和元年１２月までの間に、年金か
ら天引きされた特別徴収分（対象者のみ）
と、納付書や口座振替で納付された普通
徴収分を併せて記載しています。
★�特別徴収分は、年金の源泉徴収票にも
記載されていますので、二重計上にな
らないようご注意ください。
　なお、確定申告については、富田林税
務署（☎２4－３２８１）にお問い合わせくだ
さい。
☆�保険料の納付は、安心・便利な口座振
替をご利用ください。
◆問合せ　保険医療課　☎９８－５５１6

午前 9時～午後 4時（全 ２回）
［ところ］�富田林市消防本部
［定　員］�８0人（先着順）
［参加費］�１，５00円
［申　込］�１ 月２0日（月）～２4日（金）�

午前 9時～午後 ５時
※窓口でご申請ください。
※土、日曜日を除く。
◆申込・問合せ
　富田林市消防本部予防課　☎２３－１１２４

農　　業農　　業

　
大阪エコ農産物

　大阪エコ農産物（農薬・化学肥料を大
阪府の定めた基準の ５割以上削減した農
産物）の認証申請を受け付けます。
　申請書の作成、相談及び対象品目など
の詳しいことは、お問い合わせください。
［申請期限］�１ 月１７日（金）
◆問合せ
　観光産業課　☎９８－５５２１
　南河内農と緑の総合事務所農の普及課
　☎２５－１１３１（内線２6９）

暮　ら　し暮　ら　し

　
消費者トラブル情報

　頼れる親族がいない中、知人から紹介
され、身元保証サービスや死後の事務手
続きを代行する事業者とサポート契約を
した。
　「明日どうなるか分からない。一刻も
早く預託金１00万円を支払うように」と
事業者から急がされているが、契約内容
の詳細な説明を受けていない。どうした
らよいか。
［ひとこと助言］�
・�身元保証や日常生活の支援、死後事務
などを行う高齢者サポートサービス
は、事業者によって提供されるサービ
スの内容や料金体系が様々です。
　�契約をする際は、自分がどのようなサ
ービスを望んでいるのかを明確にし、
事業者にしっかりと伝えることが大切
です。
・�契約内容や料金体系などをよく確認

マイナンバーマイナンバー

　

マイナンバーカードの臨時休日
交付窓口を開設します（予約制）

　マイナンバーカードは原則として本人
が窓口に来られて受け取る必要がありま
す。
　平日の役場開庁日に受け取りに来るこ
とが困難な人のために、臨時休日交付窓
口を開設します。
マイナンバーカード受け取りの流れ
　申込まれたマイナンバーカード（個人
番号カード）ができあがり、役場に届い
たことをお知らせする交付通知書（ハガ
キ）が申請者のご自宅に届きます。
　通知書が届きましたら、必要な持ち物
をお持ちになり、ご本人が住民人権課に
お越しください（１５歳未満の人と成年被
後見人の場合は、本人に法定代理人が同
行してください）。
　住民人権課で本人確認のうえ、暗証番
号を設定頂くと、カードを受け取ること
ができます。
［と　き］�１ 月２６日（日）�

午前 9時～正午
［ところ］�住民人権課
※�当日は予約制ですので、 １月２２日（水）
までにご予約ください。
※�次回以降の休日交付は決定次第別途ご
案内します。
※�交付の際に必要な持ち物は、通知カー
ドに同封されていた案内の ７ページ、
交付通知書、町ホームページでご確認
ください。
※�証明発行、届出などの通常業務は行っ
ていません。
◆問合せ　住民人権課　☎９８－５５１５

防　　災防　　災

　
防火管理資格取得講習会

　消防法の規定により、一定規模以上の
建物には防火管理者を選任し、防火管理
上必要な業務を行わなければなりませ
ん。
　富田林市消防本部では、この資格を付
与するための講習会を行います。
［と　き］�２ 月１３日（木）・１4日（金）�

国民健康保険・後期
高齢者医療保険
冬の集団健康診査

　現在、冬の集団健康診査の受付を行
っています。
　先着順ですので、受診を予定されて
いる人は、お早めにお申込みください。
［と　き］�２ 月１５日（土）�

午前 9時～正午
［ところ］�町立万葉ホール
［対　象］�40歳以上の太子町国民健康保

険被保険者で、特定健康診査
未受診者�
７５歳以上の大阪府後期高齢者
医療保険被保険者で、健康診
査未受診者

※定員１00人になり次第締め切ります。
◆問合せ　保険医療課　☎９８－５５１6

1010

2323



※時間の予約はできません。
◆問合せ
　保険医療課　☎９８－５５１6
　天王寺年金事務所　☎０6－677２－7５３１

税税

　

町府民税の第 ４期納期限は
1月31日（金）です

　町府民税の第 4期納期限は、 １月３１日
（金）です。忘れずにお納めください。
　納付書にコンビニエンスストア収納用
のバーコードの印刷があるものは、全国
のコンビニエンスストアで納めることが
できます。詳しくは、納付書をご覧くだ
さい。また、口座振替をご利用のみなさ
まは、残高の確認をお願いします。
平成31年度　各納期限

第１期 第２期 第３期 第４期

町・府民税 ７ 月 １ 日 9 月30日 １２月 ２ 日 １ 月3１日

固定資産税 5 月3１日 9 月 ２ 日 １0月3１日 １ 月 ６ 日

軽自動車税 5 月3１日

　なお、納期限までに税金を納めて頂か
ないと、次のような督促手数料や延滞金
がかかります。
　また、督促状を送付した日から起算し
て１0日を経過した日までに税金を完納し
ない場合は、滞納処分を受けることにな
ります。
（1）督促手数料
　督促状 １通につき１00円
（２）延滞金
　納期限の翌日から納付の日までの期間
に応じて年８．9％（ただし、納期限の翌
日から １か月を経過する日までの期間に
ついては、年２．６％）の割合で計算した
延滞金がかかります。
◆問合せ　税務課　☎９８－５５１7

　（１７0リットル以下）　３，７40円
　（１７１リットル以上）　4，７３0円
・洗濯機・衣類乾燥機　２，５３0円
（３）廃棄物を所定の場所へ搬入する
①指定引取場所まで自己搬入する場合
　持ち込む際には、郵便局で受け取った
リサイクル券が必要です。
［最寄りの指定引取場所］�
○�日本通運株式会社　大阪南支店八尾倉
庫（八尾市神武町 ２ －２4）
　☎0７２－99１－２9５７
○�株式会社ロジックナンカイ（堺市南区
高尾 １ －３５9－ １ ）
　☎0７２－２７５－１１44
②自宅への収集を依頼する場合
　事前に生活環境課でお申込みください。
※�リサイクル券がないと引き取ることが
できません。また、収集運搬料金（ １
台につき２，７00円）が必要となります。
◆問合せ　生活環境課　☎９８－５５２２

国民年金国民年金

　
出張年金相談

　日本年金機構では、各種普及・啓発活
動の一環として、厚生年金や国民年金に
関する疑問などについて、天王寺年金事
務所職員が応じる出張相談を下記のとお
り行います。
　この機会に、ねんきんネットなどを活
用して自分の年金記録や受給見込額を確
認し、未来の設計を考えてみませんか。
　相談を希望する人は、年金の加入状況
がわかる資料（年金手帳やねんきん定期
便など）をご用意のうえお越しください。
［と　き］�１ 月２３日（木）
　　　　　午前１0時～正午
　　　　　午後 １時～午後 4時
［ところ］�役場庁舎 ３階　第 ２会議室

ゴ　　ミゴ　　ミ

　
家電 ４品目の処分

　家庭で不要になったエアコン、テレビ
（ブラウン管、液晶・プラズマ式）、冷蔵
庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機は、家
電リサイクル法に基づき処分して頂きま
す。粗大ごみでの収集はできませんので、
ご注意ください。
１ ．新しいものに買替える場合
　新しく同種の製品を購入する店舗に、
引き取り及び処分を依頼してください
（リサイクル料金、収集運搬料金が必要
です）。
２ ．処分のみを行う場合
　その製品を購入した店舗に、引き取り
及び処分を依頼してください（リサイク
ル料金、収集運搬料金が必要です）。
３ ．�処分する製品を購入した店舗に引き
渡せない場合

　その製品を購入した店舗が、廃業・遠
方・不明などの場合は、次の手順で処分
を行ってください。
（１）�郵便局でリサイクル券の手続きを行

う
　郵便局に備え付けられている「家電リ
サイクル券（料金郵便局振込方式）」に、
住所、氏名、電話番号、製造業者、品目
コードなど必要事項を明記します。
（２）�郵便局窓口でリサイクル料金と振込

手数料を支払う
　リサイクル料金については、機器のサ
イズやメーカー（製造業者）などで金額
が異なります。代表的な金額（税込）は
次のとおりです。
・エアコン　990円
・テレビ（１５型以下）　１，８７0円
　　　あ（１６型以上）　２，9７0円
・冷蔵庫・冷凍庫

収　集　日

　の
「
し
尿
」
収
集
日

　の
「
ゴ
ミ
」
収
集
日

種　　　類 種　　　類 収　　　　集　　　　日

もえるゴミ

粗 大 ゴ ミ
ビン・カン混合
金　属　類
ペットボトル
プラスチック製
容器包装　　　

1月 1月

※ごみは、必ず収集日の当日、午前７時までに出してください。
※生ごみは、しっかり水分を切ってから出してください。

※粗大ごみで袋に入れて出される場合も、半透明のごみ袋を使用して
　ください。くれぐれも黒色のごみ袋は使用しないでください。

9日（木）

9日（木）

22日（水）

小　　型

一　　般

2回取り

７日・10日・14日・17日・21日・24日
28日・31日
８日・22日
13日・27日
15日
23日
９日・16日

（毎週火・金曜日）
（第２・第４水曜日）
（第２・第４月曜日）
（第３水曜日）
（第４木曜日）
（第２・第３木曜日）
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担当地区 氏名
向少路・中大道 植木　道代

内之町・西之口 北山　信行

昭和町・桜川 辻宅　一博

太陽ヶ丘・新昭和町・�
四季の街 田代　祝子

伽山・太井川町 奥田　　隆

葉室 池田美智子

新屋敷・西仲町・陵西台�
・さつきヶ丘 島田　敏子

東町・上之町・中山台 西村　昌司

分田町・北町・北仲町 間　　昌義

旭町・平和町・緑ヶ丘 田中　美幸

寿町・赤坂町 吉田　友三

栄町及び周辺地区
（２人担当地区） 松井　育子

太子ケ丘及び周辺地区 京谷　順子

磯長台及び周辺地区 植木　律子

担当地区 氏名
磯長台及び周辺地区 新家　　緑

第３太子ヶ丘・春日丘 久保　幹雄

大道 伊藤　勝美

後屋・東條 岡田　順一

永田 辻本　正男

佃・下ノ町・さくら 田中美佐江

いわき台・若葉・葵�
（２人担当地区） 川西　佳子

畑 関本　史子

聖和台（１丁目） 羽田　妙子

聖和台（３丁目） 藤田　博誠

聖和台（４丁目） 丸山　　勇

主任児童委員�
（磯長小学校区） 谷口由佳子

主任児童委員�
（山田小学校区） 高祖　和美

◆問合せ　福祉課　☎９８-５５１９

福　　祉福　　祉

　
パソコン要約筆記体験講座

　聴覚障がい者などへの支援にパソコン
要約筆記があります。
　パソコン要約の技術体験として、字幕
付けを学んでみませんか。
［と　き］�２ 月 ２ 日、9日、３月 ８日、１５日、

２２日�
午後 ２時～ ５時�
いずれも日曜日で全 ５回

［ところ］�河内長野市立市民交流センタ
ーキックス　視聴覚室

［対　象］�富田林市、河内長野市、大阪

狭山市、太子町、河南町、千
早赤阪村に在住・在勤・在学
する１８歳以上の人で、全日程
受講できる人

［内　容］�パソコン要約筆記体験講座（字
幕付け）

［定　員］�１0人（申込み多数の場合は抽選）
［持ち物］�ノートパソコン（Windows８.１

以上。ウイルス対策ソフトイ
ンストール済みで、ネットに
つなげることが可能なもの）

［受講料］�無料
※ただし、教材費は実費となります。
［申　込］�１ 月 ６ 日（月）～１７日（金）�

受講申込書に必要事項を明記
し、福祉課にご提出ください。

◆問合せ　福祉課　☎９８－５５１９

民生委員・児童委員が決まりました
　令和元年１２月１日付で厚生労働大臣
より民生委員・児童委員が委嘱されま
したのでお知らせします（任期：令和
元年１２月 １ 日～令和 4年１１月３0日）。
～地域の身近な相談役～
　民生委員・児童委員は町内全体を地
区ごとに割り当てていろいろな相談に
応じています。
　また、行政と地域住民を支えるパイ
プ役として下記のような活動を行って
いますので、お気軽に相談ください。
［活動内容］
●高齢者世帯への訪問、見守り活動
●児童、青少年の健全育成活動
●福祉制度や福祉サービスの情報提供
●その他福祉に関わる心配ごとの相談
※�栄町及び周辺地区、西、いわき台・
若葉・葵、聖和台（ ２丁目）の地区
については、現在選任中です。

障がい者の出張相談窓口

　相談支援事業所の専任職員による
出張相談窓口を開設します。
　相談希望の人は、 １月１0日（金）ま
でにご予約ください。
　また、障がいのある人やその家族
が地域で安心して生活できるよう、
相談支援事業所で随時、専任職員が
相談に応じています。
［と　き］�１ 月１６日（木）�

午後 １時～ ３時
［ところ］�役場庁舎 １階　相談室
◆問合せ
　福祉課　☎９８－５５１９

　月
の
相
談

種　　　類 日　　　程 時　　　間 問い合わせ先場　　　所

1 （国の行政に関すること）行政

消　　費　　者※１

教育

人　　　　　　権※2

就　　　　　　　労

心 　 配 　 ご 　 と

（いじめ110番・進路）

10日（金）

 平日の（月）～（金）

 平日の（月）～（金）

10日（金）・24日（金）

13：00～15：00

9：00～16：00

9：00～17：00

13：30～15：00

総 務 政 策 課
☎98－0300
富田林市消費生活センター
☎25－1000（内線186）
教 育 総 務 課
☎98－5533
住 民 人 権 課
☎98－5515
観 光 産 業 課
☎98－5521
社会福祉協議会
☎98－1311

※1　消費者相談は正午～午後1時までの間、対応できません。　※2　人権相談は、河南町・千早赤阪村役場での相談も可能です。

役場3階第2会議室

富 田 林 市 役 所

教 育 委 員 会

住 民 人 権 課

観 光 産 業 課

役場1階第2相談室
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教　　育教　　育

　
就学通知書を送付します

　令和 ２年 4月から町立小・中学校に就
学する人に、教育委員会から「就学通知
書」を １月中に送付します。該当する人
で、通知書が届かない場合や、届いた通
知書に誤りがあった場合は、教育総務課
へご連絡ください。
［該当する人］�
小学校：�平成２５年 4 月 ２ 日～平成２６年 4

月 １ 日
中学校：�平成１9年 4 月 ２ 日～平成２0年 4

月 １ 日
◆問合せ
　教育総務課　☎９８－５５３３

　

就学指定校（小学校）の変更制度
（町立小学校通学区域の弾力化）
　町立小学校に就学する場合、町内でお
住まいの現住所により就学する学校（指
定校）が決められています。
　指定校の変更は、次の対象基準に該当
する場合で、保護者からの申し立てによ
り指定校以外の町立小学校へ就学するこ
とができる制度です。ただし、指定校の
変更はすべてが希望通り認められるもの
ではありません。
　指定校の変更を希望される保護者は、
できるだけ早く教育総務課へご相談くだ
さい。
○�町立小学校の指定校変更の対象とする
基準

［転居に関する理由］�
・�最終学年の第 ２学期以降に転居するこ
ととなり、引き続き卒業まで在籍校へ
の通学を希望する。

・�入学年度の途中（第 １学期まで）、ま
たは、学期（入学年度第 １学期除く）
初めからおおむね １か月以内での転居
が決定しているため、あらかじめ転居
先にある学校への通学を希望する。
・�第 １ 、 ２ 学期終了前 ２週間以内、また
は、各学年（最終学年除く）の ３月 １
日以降に転居することとなり、引き続
き学期、または、学年終了まで在籍校
への通学を希望する。
・�住宅の改築などに伴う転居（仮住まい）
であり、引き続き在籍校への通学を希
望する。

［教育的配慮を必要とする理由］�
・�いじめや不登校などにより指定校の変
更を希望する。
・�災害、その他真に教育的配慮が必要と
認められる。
○申請時期
・�新入学児童については就学通知（就学
する年の １月中に送付します）により
就学校の指定を受けてから２月末まで。
・�新入学児童でない場合は随時。
※�申請用紙は教育総務課でお渡しします。
◆問合せ
　教育総務課　☎９８－５５３３

　

教育長に勝良氏を任命
教育委員会委員に仲𡌛氏を任命

　町は、令和元年１２月 ３ 日、議会の同意
を得て、勝良　憲治　氏を教育長に任命
しました。
　任期は令和元年１２月 ８ 日～令和 4年１２
月 ７ 日です。
　また、同日、仲𡌛　正幸　氏を議会の
同意を得て、太子町教育委員に任命しま
した。
　任期は、令和 ２年 １月 １日～令和 ５年
１２月３１日です。
◆問合せ　教育総務課　☎９８－５５３３

ガラガラ抽選会　開催！
　何が当たるかお楽しみ！すてきな景品を
用意していますので、下の抽選券を切り
取り、ぜひ、お越しください。

［と　き］ １月19日（日）�
午前1０時～午後２時

［ところ］太子・和みの広場

◆問合せ
　太子町観光・まちづくり協会
　☎21-1600

学校給食センター�……… ☎98-４607
　�………………………… ℻98-４609
教育委員会事務局�……… ☎98-5533
　�………………………… ℻98-４51４
公民館�…………………… ☎98-5530
�…………………………… ℻98-5530
まちづくり観光交流センター� ☎98-55２1
　（観光産業課） ℻98-４51４
総合福祉センター�……… ☎98-1311
　（社会福祉協議会）� ℻98-２111
水道�……………………… ☎98-5536
　（太子水道センター）� ……… ℻98-5175
板屋橋浄水場�…………… ☎98-5537
�…………………………… ℻98-４6２２
総合スポーツ公園�……… ☎98-53４４
　（総合体育館）　　　� ℻98-53４6
保健センター�…………… ☎98-55２0
�…………………………… ℻98-3600
竹内街道歴史資料館�…… ☎98-3２66
�…………………………… ℻98-3２79
消防署太子分署�………… ☎98-3２99
�…………………………… ℻98-４599
病院紹介�………………… ☎２3-9919
休日診療所�……………… ☎２8-1333
富田林警察署�…………… ☎２5-1２3４

火災・救急救助�………… ☎119

テレホン・メモ

開催

第205回

広
告恩賜

財団　大阪府済生会富田林病院
2020年秋頃　新病院へ移転し診療開始。
2021年秋頃　新病院グランドオープン！

診療科目：
　�内科・循環器内科・消化器内科・腎臓内科・外科・整形外科・小児科・�
眼科・　泌尿器科・皮膚科・耳鼻咽喉科・形成外科・産婦人科・脳神経外科・�
放射線科・麻酔科・リハビリテーション科・病理診断科（全18科）

住所：〒584-0082　大阪府富田林市向陽台1-3-36
電話番号：0721-29-1121（代表）
URL：http://www.tonbyo.org
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募　　集募　　集

　

東京２0２0オリンピック聖火リレー
サポートランナー募集

　東京２0２0オリンピック聖火リレーの
「地域の盛り上げ施策」のひとつとして、
町を走る聖火リレー１２区間のうちの １区
間で、聖火ランナーの後方を並走するこ
とができる「サポートランナー」を募集
します。
［と　き］�4 月１５日（水）�

午後 ２時３0分～ ５時頃
※時間は変更する場合があります。
［ところ］�町内の聖火リレー１２区間のう

ち １区間
［距　離］�約３５0ｍ
［対　象］�①太子町在住�

②�令和 ２年 4月１５日時点で小
学生以上

［定　員］�１１人
※�応募数が定員を超えた場合は、公開抽
選で決定します。２月 ２日（日）午前１0
時から町立万葉ホールで行います。

［申　込］�１ 月 ７ 日（火）～２4日（金）�
午後 ５時３0分までに、所定の
応募用紙に必要事項を明記し、
お申込みください。

※�応募用紙は町ホームページからダウン
ロード可能です。
※�詳しくは町ホームページをご確認くだ
さい。
◆申込・問合せ
　生涯学習課　☎９８－５５３４

　

大阪障がい者職業能力開発校
令和 ２年度 ４月入校生募集

　大阪障がい者職業能力開発校は、障が
いのある人が職業に必要な技能・知識を

習得して就職をめざす訓練施設で、令和
２年度 4月入校生を募集しています。
［募集科目］�
・�ＣＡＤ技術科、Ｗｅｂデザイン科、Ｏ
Ａビジネス科、オフィス実践科
・�職域開拓科（精神障がいのある人が対
象）
・�Ｊｏｂチャレンジ科（発達障がいのあ
る人が対象）

［願書配布場所］�
府内の公共職業安定所（ハローワーク）
など
［願書受付期日］�
１ 月２７日（月）まで
※�職域開拓科、Ｊｏｂチャレンジ科は １
月２２日までです。

［受付場所］�
居住地を管轄する公共職業安定所（ハロ
ーワーク）
※�詳しくは、ホームページをご覧くださ
い。
　�http://www.pref.osaka.lg.jp/tc-
shogaisha/hp/index.html
◆問合せ
　�大阪障がい者職業能力開発校�
☎０7２－２９6－８３１１

　

府立南大阪高等職業技術専門校
生徒募集・見学会

　 4 月入校の生徒を募集します。
［募集概要］�
自動車・車体整備科（訓練期間 ２年、対
象１８歳以上44歳以下）
電気主任技術科（訓練期間 ２年、１８歳以
上）
情報通信科（訓練期間 １年、１８歳以上３4
歳以下）
製造化学科（訓練期間 １年、１８歳以上）
Ｗｅｂシステム開発科（訓練期間 １年、
１８歳以上３4歳以下）

［募集日程］�
● ２ 月選考
［願書受付］�１ 月２７日（月）まで
※�原則として居住地を管轄するハローワ
ークで受け付けます。

［定　　員］��各科１５人程度
［選考試験］�２ 月１３日（木）
［合格発表］�２ 月２0日（木）
［入 校 日］�4 月１0日（金）
●３月選考
［願書受付］�１ 月２８日（火）～３月9日（月）
※�原則として居住地を管轄するハローワ
ークで受け付けます。

［定　　員］�各科若干名
［選考試験］�３ 月１9日（木）
［合格発表］�３ 月２６日（木）
［入 校 日］�4 月１0日（金）
［授 業 料］�年間１１８，８00円（月額換算9，

900円。�
所得などによる免除制度あ
り )

※別途、教科書などの実費が必要。
［入校選考料］�２，２00円
［入　校　料］�５，６５0円
●見学会
［と　き］�
① １月１６日（木）
② １月２4日（金）
③ ２月 ３日（月）
④ ３月 4日（水）
各日とも午後 １時１５分～
※事前申込不要・参加費無料。
※ １月２4日は体験実習あり。
［ところ］�
大阪府立南大阪高等職業技術専門校
◆問合せ
　�大阪府立南大阪高等職業技術専門校�
☎０7２５－５３－３００５�
ＦＡＸ０7２５－５３－３０１５�
http://www.pref.osaka.lg.jp/tc-
miosaka/

広
告 令和２年度学生服ご注文のお願い

予約注文承ります　ご利用お待ちしております
小路呉服店
☎ ９８－０５２９

★山田小学校・磯長小学校
　制服（上着 半ズボン スカート）・体操服（長袖・半袖）・黄帽子
★太子中学校
　男子標準学生服：（ ウール30％　ポリ70％）（ポリ100％も御座います）・ 

カッターシャツ（夏・冬）
　女子セーラー服：（ユニチカウール70％　ポリ30％）
　通学カバン　

太子町プレミアム付商品券をご利用ください。 
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町職員追加募集
（就職氷河期世代対象）
４月採用予定の町職員を追加募集し
ます。詳しくは採用試験案内をご覧
ください。

［募集職種］
上級行政職

［採用予定人数］
若干名

［受験資格］
昭和52年４月２日～昭和59年４月
１日の間に生まれた人で、普通自動
車運転免許（ＡＴ限定可）を取得し
ている、または、３月末までに取得
見込みの人（学歴は問いません）

［申込方法・申込受付期間］
受験の申込方法は、簡易書留郵便に
よる郵送の方法のみに限ります。
１月14日（火）～29日（水）
※締切日必着。

［その他］
採用試験案内は、秘書課窓口で配布
します。また、町ホームページから
もダウンロードできます。
◆申込・問合せ
　秘書課　☎98-5531

　スマホ利用の低年齢化が進み、ネットトラブル、ネット依存が深刻な問題となって
います。
　スマホ時代の子どもたちをトラブルから守り、家族や地域でより良いコミュニケー
ションを保つために、講師自らの経験に基づいた現状と対策についてご講演頂きます！

［講　師］　石川 千明�氏
［と　き］　１月18日（土）　�午前10時～11時50分�

（開場　午前９時30分）
［ところ］　町立万葉ホール　［参加費］　無料
※どなたでもご参加頂けます。
※�講演会中、託児を行います。希望される場合は、ご連絡
ください。

［主　催］ 太子町青少年問題協議会・太子町ＰＴＡ連絡協議会
◆問合せ　生涯学習課　☎98-5534

平成31年度 青少年健全育成推進大会・
太子町 PTA 連絡協議会講演会

石川　千明　奈良県在住、53歳　大阪府高槻市出身。
大阪デザイナー専門学校を卒業後、㈱カプコンに入社、ゲーム企画開発担当。
1998年に退職後、web企画デザイン制作、コンサルタントとして活動。
2001年いこま育児ネット設立し子育て支援活動開始。2008年より自治体、学校等で
ICT支援活動を行う。
2011年より情報モラル教育を推進「どなたにもわかりやすく」をモットーに子ども
たちがネットで被害者にも加害者にもならないための情報モラル講座をしている。
NPO法人奈良地域の学び推進機構・理事、京都府警察ネット安心アドバイザー、安
心ネットづくり促進協議会�特別会員。

講師プロフィール

テーマ　『スマホ時代の子どもたちに大人ができること』
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